
当院は地域医療支援病院の承認を受けました 
 

   当院は、平成 20 年 9 月 26 日付けにて福島県知事から地域医療支援病院の承認を 
受けました。県北地域では、はじめての承認病院となります。 

 

■地域医療支援病院とは 
 
   地域における第一線の医療機関であるかかりつけ医師への支援等を通して、 

地域医療の充実を図る病院で、県知事の承認を受けた病院をいいます。 
  

■主な承認要件は 
 
  １．他の病院・診療所からの紹介に対して医療提供体制が整備されており、 

紹介患者数・逆紹介患者数の比率が、 
 

    ①紹介率 80%以上 
    ②紹介率 65%以上、逆紹介率 40%以上 
    ③紹介率 50%以上、逆紹介率 70%以上 
 
     当院は②の要件です。 
 
  ２．救急医療の提供 
  ３．地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実施 
  ４．病院施設、設備等の共同利用の実施 
   

以上が主な要件となっています。 
  

■地域医療支援病院としての今後の取り組み 
 
 当院は、地域医療支援病院として、地域の他の病院・診療所からの紹介患者様に対して、

専門的な医療や救急医療の提供を行い、病床・医療機器等の共同利用を推進いたします。

また、地域の医療機関の皆様との一層の連携強化に努め、研修会の充実などにより、 
皆様方と共に医療の質の向上を図ることで、今後も地域の皆様によりよい医療を提供 
できるよう努力してまいります。 
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